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行政からのお知らせ
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増えている
糖尿病からの人工透析は
予防できます

　

糖
尿
病
の
合
併
症
の
一
つ
で
あ
る
腎
不

全
は
、
糖
尿
病
に
よ
り
血
管
を
傷
め
て
、

そ
れ
に
よ
り
腎
臓
の
機
能
が
果
た
せ
な
く

な
る
状
態
で
す
。
人
工
透
析
は
そ
の
状
態

を
改
善
す
る
た
め
の
治
療
で
す
。

　

腎
臓
の
働
き
は
、
体
に
と
っ
て
い
ら
な

い
も
の
を
尿
と
し
て
排
泄
さ
せ
る
こ
と
で

す
。
腎
臓
の
機
能
が
悪
く
な
る
と
、
老
廃

物
（
毒
素
）
が
体
に
た
ま
り
死
に
至
り
ま

す
。人
工
透
析
は
生
命
を
維
持
す
る
た
め
、

機
械
を
使
っ
て
血
液
中
の
老
廃
物
を
2
日

に
1
回
、
4
〜
5
時
間
か
け
て
取
り
除
く

治
療
で
す
。
そ
の
た
め
水
分
制
限
、
食
事

制
限
な
ど
厳
重
な
管
理
が
必
要
と
な
る

上
、
仕
事
を
失
う
な
ど
生
活
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
、
生
活
ス
タ
イ
ル
を
大
き
く

変
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

腎
機
能
が
低
下
し
た
状
態
で
、①
た
ん

ぱ
く
尿
、②
腎
臓
の
糸
球
体
ろ
過
量
（
ｅ

Ｇ
Ｆ
Ｒ
）
60
㎖
未
満
の
ど
ち
ら
か
、
ま
た

は
両
方
が
3
か
月
以
上
持
続
す
る
状
態
を

慢
性
腎
臓
病
と
言
い
ま
す
。
慢
性
腎
臓
病

が
悪
化
す
る
と
腎
不
全
と
な
り
ま
す
。

　

腎
臓
の
状
態
が
分
か
る
検
査
項
目
は
、

尿
検
査
の
た
ん
ぱ
く
尿
や
血
清
ク
レ
ア
チ

ニ
ン
で
す
。
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
か
ら
腎

臓
の
糸
球
体
ろ
過
量
（
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
）
が
わ

か
り
健
診
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

糖
尿
病
か
ら
の
人
工
透
析
は
、
糖
尿
病

の
改
善
が
で
き
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
ず
は
健
診
を
受
け
て
、
自
分
の
腎

臓
の
状
態
を
知
り
ま
し
ょ
う
。
次
回
は
予

防
編
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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　農繁期の間はやめてい
た朝のウォーキングの時
間を10分から30分に増や
して再開しました。
　毎日、歩数にして2000
歩くらいはプラスして歩
くようにしています。体
重はまだ現状維持の状態
ですが、これからも続け
ていきたいと思います。

質問 生活習慣改善で取り
組んでいることは？

平成22年度
特定保健指導を受けられた

七田 保博さん （東多久町）七
声
住民
さんの

vol.32

生活習慣病の一つ糖尿病は、放っ

ておくと、心筋梗塞や脳梗塞、腎

不全や失明などの糖尿病の合併症

を引き起こし、生

活に支障をきたす

大きな病気です。

　

現
在
お
使
い
の
「
国
民
健
康
保
険
」
と

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
の
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
23
年
7
月
31
日

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
被
保
険

者
証
を
7
月
末
ま
で
に
簡
易
書
留
で
送
付

し
ま
す
。

 

8
月
か
ら
被
保
険
者
証
が

　

新
し
く
な
り
ま
す

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

・
被
保
険
者
証
（
み
ず
色
）

　

有
効
期
限
：
平
成
24
年
7
月
31
日
ま
で

■
国
民
健
康
保
険

・
一
般
被
保
険
者
証
（
う
ぐ
い
す
色
）

・
退
職
被
保
険
者
証
（
サ
ー
モ
ン
色
）

　

有
効
期
限
：
平
成
24
年
7
月
31
日
ま
で

　

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険

者
証
の
有
効
期
限
は
、
65
歳
に
な
る
月
の

末
日
ま
で
で
す
。

　

70
歳
に
な
る
方
は
、
誕
生
月
の
翌
月
か

ら
医
療
費
の
自
己
負
担
の
割
合
が
、3
割

か
ら
1
割
（
現
役
並
み
所
得
者
を
除
く
）

に
変
わ
り
ま
す
の
で
、
誕
生
月
の
末
日
ま

で
が
有
効
期
限
と
な
り
ま
す
。　

　

期
限
が
切
れ
る
前
に
新
し
い
一
般
の
被

保
険
者
証
を
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
る
方
の
、

国
民
健
康
保
険
の
有
効
期
限
は
、
75
歳
の

誕
生
日
前
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。
誕
生
日

ま
で
に
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。

　

有
効
期
限
を
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
、

保
険
年
金
係
へ
返
却
す
る
か
、
裁
断
等
を

し
て
適
切
に
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

被
保
険
者
証
は
大
切
に

・
被
保
険
者
証
を
受
け
取
っ
た
ら
、
記
載

　

事
項
に
誤
り
が
な
い
か
、
必
ず
確
認
し

　

て
く
だ
さ
い
。

・
医
療
機
関
で
受
診
す
る
場
合
は
、
必
ず

　

被
保
険
者
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
職
場
の
保
険
に
加
入
し
た
り
、
他
の
市

　

町
村
へ
転
出
す
る
場
合
や
記
載
事
項
に

　

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
保

　

険
年
金
係
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

・
不
正
に
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り

　

詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

・
特
別
な
事
情
も
な
く
保
険
税（
料
）を
滞

　

納
し
た
場
合
に
は
、
被
保
険
者
証
を
返

　

還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。


